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【ポスター -1】
研究の目的ですが、日本では、生

命の始まりに関する生命科学技術の
扱いに対し、既成事実が重ねられる
状態が続いてきました。特にこれが
代理出産に関して顕著に行われ、今
も法律的には野放しのまま次々と新
しい事実が重ねられている状況にあ
ります。この特殊な問題に対する制
度化を実現させるための制度枠組み
を作成すべく、しばしば制度化の進
んだ国の現状やその背景の把握が行
われています。

【ポスター -2】
よく取り上げられるのが、禁止を

明確にしているドイツ、フランスと
いったヨーロッパの一部の国、それ
から容認しているイギリス、アメリ
カですが、このうち禁止している国々
については、哲学的な議論や宗教に
根差した文化の違いといった日本と
の差異により、これらを日本に直接
適用することは困難だと言われてき
ました。一方の容認型ですが、これ
らはしばしば「この国ではこのようなかたちで認められる」といった現状紹介に終始して
おり、容認の裏の思想やプロセスが考慮されることがないまま議論が進められてきました。

さらにこのアメリカ、イギリスに対する議論については、しばしばアメリカ、イギリス
に対する情報がメディアを通じて人々に流れ込んでくるものですから、世論の構築過程に
も影響し、その世論の動きが学術会議を始め日本の公的な議論に影響するといった状況が
生じていました。
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そのため、今回の研究では特にアメリカ、イギリスの制度化の流れやその文化背景を把
握すべく調査を行いました。

【ポスター -3】
調査方法は主に文献調査と、アメ

リカ国内の関係者のヒアリングです。
ヒアリングの中には当事者の方々も
含まれているので、その場合は調査
倫理に関する手続きを徹底して行い
ました。

【ポスター -4】
次にイギリスの流れを説明します。
イギリスでは1984年にウォーノッ

ク報告という議論の結果の報告書が
出されて、そこで「基本的に代理出産
は犯罪として禁止されるべき」と厳し
い規定がなされました。しかし、翌
年ベビーコットン事件という代理出
産事件が起き、世論が代理出産の商
業的側面に注目するようになります。
このコットン事件に関し代理出産が

「子の福祉」によって認められる判決
がなされたことを受け、同年、代理
出産取り決め法というものが代理出
産を厳格な規制の下で容認する形で
行われるようになります。

しかし、一旦容認され現実に実施
されていくと、元々代理出産取り決め法の中にあった「代理出産は基本的に好ましくない
が容認する」という哲学的問題点は消えていき、結果として代理出産は不妊治療の正当な
手段として位置付けられ、また報酬の支払いも必要ではないかという議論が起き、代理出
産が拡大していくことになります。

【ポスター -5】
次にアメリカに移りますが、アメリカでは人の生命の始まりがプライバシー権に関する

政治的にデリケートな問題なので、その判断は各々の州法や裁判所判決に委ねられていま
す。しかし、一応連邦レベルでモデルとすべき統一法案があり、それらを見る限り、近年
は全体でも自由化・拡大化の方向へ議論が進んでいるのが分かります。実施数も大きな増
加を示していて、国内でどんどん盛んに行われているのが分かります。
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そして、アメリカの各州の状況は、
このポスター5に書かれている通りで
すけれども、条件なく実施できる州、
厳しい条件下でのみ実施できる州、ま
た、罰則付きで禁止する州等、さまざ
まです。ここで注目していただきたい
のが、無効であるはずの州でも多く実
施されているという事実です。これ
は、結果的に罰則規定が無い限り、州
法の在り方にかかわらず実施数は増
えていくことを示しています。この実
施数は所得やヘルスケアへのアクセ
ス、政治文化的背景により増加する傾向があります。つまり、いかに厳格な条件を課そう
とも、罰則が無い限り、現実的にはほとんど抑制力を持たないということになります。

【ポスター -6】
次にアメリカの歴史的流れを見ていきます。
まず代理出産です。1976年に弁護士が発明し、その後メディアに登場して人々に知られ

ることになりました。1986年、ベビー M事件が起き、そのときに代理母当事者を交えた
代理出産反対連合というものが設立されます。その運動体がロビイング等を行い、各州で
代理出産を規制する法律ができました。また、連邦レベルでも規制法案が提出されました
が、これは成立に至りませんでした。しかしながら、93年にカリフォルニアで依頼者カッ
プルと遺伝的につながる子をつくる「体外受精型代理出産」が合法とされる判決が出てか
ら、カリフォルニア内で多くの人々が代理出産を行うようになり、さらに判例の積み重ね
によって利用者の範囲が拡大し、結果的に、独身者、提供／購入卵を用いる場合などさま
ざまな事例でも代理出産が行われ、ほぼ自由化される状況になります。

この自由化の前、各地で規制運動が行われたときに用いられた言説をここ（ポスター6）
に示しています。選択、子どもの福
祉といったものですが、これらは中
絶議論や親権裁判の議論の延長で容
認派・反対派ともに利用したもので、
代理出産議論の本質というよりは政
治的なパフォーマンス的言葉であっ
たと思われます。また不妊夫婦の苦
悩といった言葉もあります。そして
母子の繋がり、赤ちゃん売買といっ
た言葉もアメリカでは顕著です。こ
れは奴隷制度のときの反省によるも
のです。
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【ポスター -7】
このようなアメリカの法整備の背

景を見ていきますと、まずアメリカ
でも容認・反対の立場は拮抗し、基
本的に法整備は困難です。例外とし
て 80 年代後半から 90 年代初頭にの
み、ベビー M事件による世論の盛り
上がりとロビイストによる積極的な
活動で、厳しい禁止規定を持つ法整
備が可能となりました。しかし、そ
の後、かつて反対運動で用いられた
従来型の言説を用いた議論は停滞し、
またこれらの議論をする前提として、
同性婚、中絶の是非など、アメリカ
で深刻な政治的問題を扱う必要があ
るため、現在政治の場では、この問
題に踏み込むインセンティブは低い
状況にあります。

【ポスター -8】
このように議論が停滞している中

で、最近新たな動きが出ています。生
まれた子どもたちが大人になり声を
上げるようになってきて、特にAID
で生まれた人たちが提供精子の匿名
性を無くして欲しいと訴えるようになりました。これでアメリカでも情報を開示するド
ナーを扱う業者が出てくる動きが生じています。またこういった人々がwebを通じてネッ
トワークを作り、緩やかな草の根運動のようなとりくみを行っています。今の時点ではま
だ明確ではありませんが、それが水面下で何らかの抑制力になっている可能性があります。

このような状態の中、さらに近年では、国際的な生殖ツーリズム、例えばインドへの生
殖渡航といった問題が出て、アメリカ国内でもこれが子どもや代理母の人権問題として再
認識されるようになりました。

【ポスター -9】
まとめです。
結果として、容認モデルはそもそも代理出産実施に対する理想論・楽観論に依拠しつつ

作られたものでした。しかし様々な問題が拡大し深刻化している現状を顧みると、それが
機能しているとは言えません。また、アメリカは文化的・政治的に特殊なので、そこで構
築された制度や議論を直接日本に用いることは困難です。それゆえ今後日本で行うべきこ
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ととしては、議論の際、現実を再認
識する必要性があります。希望的観
測や主観的見識を排除し、現実に基
づいた判断をしなければならないで
しょう。

なお最後になりますが、今後の課題
として、これらの研究調査から、次
は日本に固有の文化を表面化させる
ことが可能ではないかと考えていま
す。

質疑応答

　座長：　これはまた、大議論のあるところだと思いますが、大陸の問題はカットしてし
まったのですね。

　柳原：　ヨーロッパですね。はい。ドイツやフランスでは禁止されてから後、アメリカ
ほど大きな政治的運動は起きていませんので、もちろん国際法の問題で、他の国
で子どもを作った人が入国できないという問題は生じていますが、代理出産を禁
止する基本的方針そのものは変わっていないことから、ここでは議論の対象とし
てはおりません。

　座長：　ただ、アメリカの状況を日本がモディファイしているというわけですね。その
モディファイの一つの動因が大陸のものの考え方ですよね、明らかに。そこのと
ころを上手にやっていかないといけないかなと思いました。

　柳原：　はい。

　座長：　理念の問題が絡むので、なかなか難しいですね。
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